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 現行計画 修正案 修正事由等

 
 

第１章　総則 

第１節　計画の方針 

第１　計画の目的と構成　　略 

第２　計画の構成 

本計画は、以下の９章から構成する。 

 

第１章　総則 

第１節　計画の方針 

第４　気象 

月別平均気温と降水量（2021 年） 

 

気　温：倶知安特別地域気象観測所調 
降水量：ニセコアメダス調 

資料：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）を加工して作成 

 

第１章　総則 

第１節　計画の方針 

第１　計画の目的と構成　　略 

第２　計画の構成 

本計画は、以下の９章から構成する。 

 

第１章　総則 

第１節　計画の方針 

第４　気象 

月別平均気温と降水量（2022 年） 

 

気　温：倶知安特別地域気象観測所調 
                                                            降水量：ニセコアメダス調 

資料：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）を加工して作成 
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文言の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
観測年及び記録の修正 
誤植の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１章　総則

この計画の目的・構成、基本方針、町の概要、過去の災

害、災害の想定など、計画の基本となる事項を示す。

 
第２章　防災組織

防災会議及び災害時における防災組織の設置、運営につ

いての事項と配備動員並びに災害時の住民組織の活用に

ついて示す。

 

第３章　災害予防計画

災害に強い安全なまちづくりを進めるための防災施設の

新設又は改良、風水害をはじめ各種災害に対応するため

の平常時からとるべき措置等、災害に備えた防災活動全

般の予防対策を示す。

 
第１章　総則

この計画の目的・構成、基本方針、町の概要、過去の災

害、災害の想定など、計画の基本となる事項を示す。

 
第２章　防災組織

防災会議及び災害時における防災組織の設置、運営に

ついての事項と配備参集並びに災害時の住民組織の活

用について示す。

 

第３章　災害予防計画

災害に強い安全なまちづくりを進めるための防災施設

の新設又は改良、風水害をはじめ各種災害に対応する

ための平常時からとるべき措置等、災害に備えた防災

活動全般の予防対策を示す。

本文Ｐ１

本文Ｐ１５
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現行計画 修正案 修正事由等

  

降雪量（2021 年） 

 
羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署調 

 

 

第７節　防災ビジョン 

第２　災害対策本部の機能強化 

災害時における災害対策本部の果たす役割は大きく、特に大地震等の突発的な災害時の 

指揮命令系統、動員体制等について再点検し、職員の初動体制と災害対策本部の機能強化 

に努める。 

　　 また、応急対策を実施する上で、気象警報や災害情報等の収集・伝達は非常に重要であ 

り、住民への高齢者等避難、避難指示（以下「避難指示等」という。）とともに、これらの 

災害情報を迅速かつ的確に把握できるよう、情報収集・伝達体制の確立を図る。 

 

 

 

第２章　防災組織 

災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策 

　の総合的運営を図るため、この章では防災に関する組織及びその運営に関する事項、職員の配 

　備動員体制、災害に関する情報及び気象予警報の伝達等に関する事項等を定め、災害対策の実 

施体制の確立を図るものである。 

 

 

降雪量（2022 年） 

                              

羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署調 

 

 

第７節　防災ビジョン 

第２　災害対策本部の機能強化 

災害時における災害対策本部の果たす役割は大きく、特に大地震等の突発的な災害時の

指揮命令系統、参集体制等について再点検し、職員の初動体制と災害対策本部の機能強化

に努める。 

       また、応急対策を実施する上で、気象警報や災害情報等の収集・伝達は非常に重要であ   

り、住民への高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保（以下「避難指示等」という。）と

ともに、これらの災害情報を迅速かつ的確に把握できるよう、情報収集・伝達体制の確立

を図る。 

 

 

第２章　防災組織 

災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策

の総合的運営を図るため、この章では防災に関する組織及びその運営に関する事項、職員の配

備参集体制、災害に関する情報及び気象予警報の伝達等に関する事項等を定め、災害対策の実

施体制の確立を図るものである。 
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観測年及び記録の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 
追　記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 

本文Ｐ２２

本文Ｐ２３
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

 

第２章　防災組織 

第２節　災害対策本部 

第１　組織等 

１から３　略 

４　災害対策本部の業務 

町災害対策本部におく各部の所掌事務は、次のとおりである。 

 

 

 

第２章　防災組織 

第２節　災害対策本部 

第１　組織等 

１から３　略 

４　災害対策本部の業務 

町災害対策本部におく各部の所掌事務は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 班名・班長 担当課 災害業務

 総務班 
（総務課長）

総務課 
出納室 
議会事務局

１　職員の非常招集に関すること。 
２　動員職員の出動状況の記録に関すること。 
３　各班との連絡調整に関すること。 
４　消防署ニセコ支署との連絡調整に関すること。 
５　議会議員との連絡調整に関すること。 
６　職員等の寝具、食料、被服等の調達及び配布に関す 

ること。 
７　自衛隊、広域応援その他防災関係機関の受入れに関

すること。 
８　災害視察者、見舞者等の応接に関すること。 
９　労務の供給に関すること。 
10　公務災害補償に関すること。 
11　災害対策本部の配車計画及び応急車両の確保に関 

すること。 
12　災害対策に必要な財政措置に関すること。 
13　災害対策に要する経費、その他金品の出納に関する

こと。 
14　無線施設の応急措置及び復旧対策に関すること。 
15　公共施設及び公共用施設の被害調査及び応急対策、

復旧対策に関すること。 
16　応急炊き出し、応急資材及び応急復旧資材その他物

資の購入及び支給に関すること。 
17　各班、各課に属さない事項に関すること。

 調査・税務班 
（税務課長）

税務課 １　被災者名簿の作成に関すること。 
２　り災証明に関すること。 
３　被災家屋及びその他資産の調査（被害調査）に関す 
ること。 

４　被災者の町税の減免措置等に関すること。 
５　被害者の国保税の減免に関すること。

 班名・班長 担当課 災害業務

 総務班 
（総務課長）

総務課 
出納室 
議会事務局

１　職員の非常招集に関すること。 
２　参集職員の出動状況の記録に関すること。 
３　各班との連絡調整に関すること。 
４　消防署ニセコ支署との連絡調整に関すること。 
５　議会議員との連絡調整に関すること。 
６　職員等の寝具、食料、被服等の調達及び配布に関す

ること。 
７　自衛隊、広域応援その他防災関係機関の受入れに関

すること。 
８　災害視察者、見舞者等の応接に関すること。 
９　労務の供給に関すること。 
10　公務災害補償に関すること。 
11　災害対策本部の配車計画及び応急車両の確保に関

すること。 
12　災害対策に必要な財政措置に関すること。 
13　災害対策に要する経費、その他金品の出納に関する

こと。 
14　無線施設の応急措置及び復旧対策に関すること。 
15　公共施設及び公共用施設の被害調査及び応急対策、

復旧対策に関すること。 
16　応急炊き出し、応急資材及び応急復旧資材その他物

資の購入及び支給に関すること。 
17　各班、各課に属さない事項に関すること。

 調査・税務班 
（税務課長）

税務課 １　被災者名簿の作成に関すること。 
２　り災証明に関すること。 
３　被災家屋及びその他資産の調査（被害調査）に関す

ること。 
４　被災者の町税の減免措置等に関すること。 
５　被害者の国保税の減免に関すること。

本文Ｐ２７
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現行計画 修正案 修正事由等

 

 

 

第２章　防災組織 

第２節　災害対策本部 

第１　組織等 
第２　非常配備体制 

その他災害時等の配備基準と配備内容、人員 

 

 

第３　職員の動員及び参集 

１　動員の発令 

町長（本部長）は、非常配備基準（１号～３号配備）に基づき、配備動員を発令する。 

　ただし、災害の規模、発生の時期等によって特に必要と認めるときは、基準と異なる配 

備動員を発令することができる。 

２　動員の伝達系統 

(1) 勤務時間中 

勤務時間内は、総務課長が庁内放送、電話等で連絡する。 

消防団員等への伝達については、消防計画による。 

(2) 勤務時間外 

日直等が、防災専門官に電話等で連絡する。防災専門官はその旨を消防署ニセコ支署長及

び防災係長に電話等で連絡する。防災係は、総務課長に電話等で連絡し、総務課長は関係課

 

 

第２章　防災組織 

第２節　災害対策本部 

第１　組織等 
第２　非常配備体制 

その他災害時等の配備基準と配備内容、人員 

 

 

第３　職員の参集 

１　参集 

町長（本部長）は、非常配備基準（１号～３号配備）に基づき、職員を参集する。 

ただし、災害の規模、発生の時期等によって特に必要と認めるときは、基準と異なる配備

職員を参集することができる。 

２　参集の伝達系統 

(1) 勤務時間中 

勤務時間内は、総務課長等が庁内放送、電話等で連絡する。 

 

(2) 勤務時間外 

日直等が防災専門官に電話等で連絡する。 

防災専門官は、その旨を消防署ニセコ支署長及び防災係に電話等で連絡する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 情報・広報班 
（企画環境課長）

企画環境課 １　被災地の情報把握、巡回広聴活動に関すること。 
２　被災写真の収集、記録に関すること。 
３　災害広報及び広聴の企画実施に関すること。 
４　災害通報に関すること。 
５　報道機関との連絡調整に関すること。 
６　緊急避難の周知に関すること。 
７　災害情報等の部内情報を関係機関に周知すること。 
８　通信インフラ（光ケーブル）復旧対策に関すること。 
９　災害救援物資の輸送に関すること。

 区 分 配 備 基 準 配 備 内 容

 

捜
索
対
策
組
織
体
制

捜
索
配
備
等

【捜索活動等】 

①ニセコアンヌプリ地区雪崩遭難、山菜

採り遭難等それらに類する遭難捜索活

動事案が発生したとき。 

②遭難等の通報があり、町長が捜索活動

の必要があると判断した場合各課長等

から組織するニセコ町遭難事故等発生

時における対応組織」を直ちに設置す

る。

《遭難事故等対応組織設置》 

可能な限り全課全職員に動員をか

け、 

①遭難情報等の収集 

②職員動員 

③捜索活動実施 

④現地合同本部との連絡調整 

⑤応援要請 

を実施する。

 情報・広報班 
（企画環境課長）

企画環境課 １　被災地の情報把握、巡回広聴活動に関すること。 
２　被災写真の収集、記録に関すること。 
３　災害広報及び広聴の企画実施に関すること。 
４　災害通報に関すること。 
５　報道機関との連絡調整に関すること。 
６　緊急避難の周知に関すること。 
７　災害情報等の部内情報を関係機関に周知すること。 
８　通信インフラ（光ケーブル）復旧対策に関すること。 
９　災害救援物資の輸送に関すること。

 区 分 配 備 基 準 配 備 内 容

 

捜
索
対
策
組
織
体
制

捜
索
配
備
等

【捜索活動等】 

①ニセコアンヌプリ地区雪崩遭難、山菜 

採り遭難等それらに類する遭難捜索活

動事案が発生したとき。 

②遭難等の通報があり、町長が捜索活動 

の必要があると判断した場合、各課長等

から組織する「遭難事故等対応組織」を

直ちに設置する。

《遭難事故等対応組織》 

防災専門官、各課長等で以下の事項

を実施する。 

①遭難情報等の収集 

②職員の参集 

③捜索活動の実施 

④現地合同本部との連絡調整 

⑤応援要請 

本文Ｐ３３

本文Ｐ３４
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現行計画 修正案 修正事由等

 長等に電話等で連絡する。 

なお、連絡の順位は次のとおりとし、応答しない場合は次順位の職へ連絡することとす 

る。 

 

 

 

動員の伝達系統 

 

３　参集時の職員の心得 

(1) 職員は、あらかじめ定められた災害時における配置体制と自己の任務を十分習熟しておく。 

(2) 職員は、ラジオ、テレビ、その他の手段により、自ら工夫して災害の状況、配置命令を知

るようにする。 

 

(3) 震度５弱以上の地震が発生した場合は、担当職員はあらゆる努力をして所属部署に参集 

するよう努める。 

(4) 職員は、災害時、動員命令が発令されていない場合でも、状況により所属長と連絡をと

り、進んでその指揮下に入るように努める。また、自らの判断で速やかに所属部署に参集

し、防災活動に従事する。 

（5）～(8)　略 

 

勤務時間中 勤務時間外

町長
（本部長）

町長
（本部長）

副町長・教育長
（副本部長）

副町長・教育長
（副本部長）

防災専門官
（本部班）

防災専門官
（本部班）

防災係
（本部班）

防災係
（本部班）

総務課長
（総務班）

総務課長
（総務班）

関係課等の長
（各班長）

関係課等の長
（各班長）

関係職員
（各班員）

関係職員
（各班員）

支署長

消防団長

消防副団長

各分団長

各部長

各班長

消防団員

指
示
・

決
定

報
告

連
絡

報
告

連
絡

必要な

団員に伝達

支署長

消防団長

消防副団長

各分団長

各部長

各班長

消防団員

報
告

連
絡

通
報

連
絡

必要な

団員に伝達

災害発見者

日直及び

警備会社

報告

指示

（）災害対

策本部設置

の場合
報
告
・

具
申

報
告
・

具
申

指
示
・

決
定

配
備
指
示

配
備

要
請

連
絡

報
告

配
備
指
示

配
備

要
請

連
絡

報
告

防災係は、総務課長に電話等で連絡し、総務課長は関係課長等に電話等で連絡する。 

なお、連絡の順位は次のとおりとし、応答しない場合は次順位の職へ連絡することとす 

る。 

 

 

 

参集の伝達系統 

 

３　参集時の職員の心得 

(1) 職員は、あらかじめ定められた災害時における自己の任務を十分習熟しておく。 

(2) 職員は、ラジオ、テレビ、その他の手段により、自ら工夫して災害の状況を知るようにす

る。 

 

(3) 震度５弱以上の地震が発生した場合は、担当職員はあらゆる努力をして所属部署に参集

するよう努める。 

(4) 職員は、災害時、参集されていない場合でも、状況により所属長と連絡をとり、進んで

その指揮下に入るように努める。また、自らの判断で速やかに所属部署に参集し、防災活

動に従事する。 

（5）～(8)　略 

 

勤務時間中 勤務時間外

町長
（本部長）

町長
（本部長）

副町長・教育長
（副本部長）

副町長・教育長
（副本部長）

防災専門官
（本部班）

防災専門官
（本部班）

防災係
（本部班）

防災係
（本部班）

総務課長
（総務班）

総務課長
（総務班）

関係課等の長
（各班長）

関係課等の長
（各班長）

関係職員
（各班員）

関係職員
（各班員）

支署長

消防団長

消防副団長

各分団長

各部長

各班長

消防団員

指
示
・

決
定

報
告

連
絡

報
告

連
絡

必要な

団員に伝達

支署長

消防団長

消防副団長

各分団長

各部長

各班長

消防団員

報
告

連
絡

通
報

連
絡

必要な

団員に伝達

災害発見者

日直及び

警備会社

報告

指示

（）災害対

策本部設置

の場合
報
告
・

具
申

報
告
・

具
申

指
示
・

決
定

配
備
指
示

配
備

要
請

連
絡

報
告

配
備
指
示

配
備

要
請

連
絡

報
告

 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文Ｐ３４

本文Ｐ３５
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

４　職員の相互協力 

町災害対策本部を設置した場合、災害応急対策を総合的に実施するため、本部長は災害時 

の状況及び応急措置の推移により、各部業務の状況に応じて、人的余裕のある部に所属する職 

員を応援を必要とする他の部に配置する。警戒体制、即応体制をとる場合も同様とする。 

(1) 各部で職員の応援を受けようとするときは、次の応援条件を明示して災害対策本部総務班 

に要請する。 

① 応援の場所 

② 応援に必要な人員 

③ 作業内容及び携帯品その他必要事項 

(2) 要請を受けた災害対策本部総務班は各班の協力を得て動員派遣する。 

 

 

第５節　気象等に関する情報の収集・伝達計画 

第１　気象予警報等の発表 

　１　予報区 

２　気象等に関する特別警報・警報・注意報及び情報等 

① 気象等に関する特別警報 

 

 

 

 

 

４　職員の相互協力 

町災害対策本部を設置した場合、災害応急対策を総合的に実施するため、本部長は災害時

の状況及び応急措置の推移により、各班業務の状況に応じて、人的余裕のある班に所属する

職員を応援を必要とする他の班に配置する。警戒配備体制をとる場合も同様とする。 

(1) 各班で職員の応援を受けようとするときは、次の応援条件を明示して災害対策本部総務

班に要請する。 

① 応援の場所 

② 応援に必要な人員 

③ 作業内容及び携帯品その他必要事項 

(2) 要請を受けた災害対策本部総務班は各班の協力を得て職員を派遣する。 

 

 

第５節　気象等に関する情報の収集・伝達計画 

第１　気象予警報等の発表 

　１　予報区 

２　気象等に関する特別警報・警報・注意報及び情報等 

① 気象等に関する特別警報 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 種　　類 概　　要

 

大雨特別警報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警

報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべ

き事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険
が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒
レベル５に相当。

 
暴風特別警報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しくときに発表

される。

 
大雪特別警報

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。

 

暴風雪特別警報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことに

よる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

 種　　類 概　　要

 

大雨特別警報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災

害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のよう

に、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況
であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があ
ることを示す警戒レベル５に相当。

 
暴風特別警報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。

 
大雪特別警報

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。

 

暴風雪特別警報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいと予想されたときに発表される。 

本文Ｐ３５

本文Ｐ３９
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現行計画 修正案 修正事由等

 
 

④ 洪水警報・注意報 

 

 

噴火警報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

④ 洪水警報・注意報 

 

噴火警報等の伝達系統 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 種　　類 概　　要

 

洪水警報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害と

して、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられ

る。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。

 

洪水注意報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２である。

 種　　類 概　　要

 

洪水警報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害と

して、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられ

る。高齢者等が危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

 

洪水注意報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２である。

本文Ｐ４１

本文Ｐ５６
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現行計画 修正案 修正事由等

  

第３章　災害予防計画 

第４節　相互応援（受援）体制整備計画 

第３　ボランティア活動の環境整備 

 

１　町は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図る 

とともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、発災時の防災ボランティアとの連携につい 

ても検討するものとする。  

 

２　町は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤 

十字社、　社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図り、災害時においてボランテ 

ィア活動が円　滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。 

３　町は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動 

や避難所運営等に関する研修制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を 

行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報 

提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進 

するものとする。 

 

 ４  道及び市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄 

物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ 

ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災 

ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章　災害予防計画 

第４節　相互応援（受援）体制整備計画 

第３　ボランティア活動の環境整備 

 

１　町は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図る

とともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、発災時の防災ボランティアとの連携につい

ても検討するものとする。  

 

２　町は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤

十字社、　社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図り、災害時においてボランテ

ィア活動が円　滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。 

３　町は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動

や避難所運営等に関する研修制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を

行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報

提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

するものとする。 

 

 ４  道及び市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄

物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・

ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災

ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

５　町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、町地域防災計画等において、

災害ボランティアセンターセンターを運営する者（町社会福祉協議会等）を明確化するととも

に、災害ボランティアセンターの設置・運営における役割分担等を相互に協議の上、定めるよ

う努めるものとする。特に、災害ボランティアセンターの設置予定場所や災害ボランティアセ

ンターの運営に係る費用負担については、町地域防災計画に明記する、相互に協定を締結する

等により、あらかじめ明確化しておくように努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文Ｐ６６
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現行計画 修正案 修正事由等

  

６節　避難体制整備計画 

第３　避難所の確保等 

２　要配慮者への配慮 

町は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記１に加えて次 

　の基準に適合する施設を指定福祉避難所として指定する。 

(1) 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

(2) 災害時において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整 

備されること。 

(3) 災害時において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される 

こと。 

また、社会福祉施設等を活用し、一般避難所の一部のスペースを活用し、一般の避難スペー 

スでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者が、避難所で 

の生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体 

制を整備した福祉避難所を指定する。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸 

器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮に努めるものとする。 

 

 

 

 

第４　避難計画の策定等 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を策定するとともに、自主防災組織等の育成を通 

じて避難体制の確立に努める。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、町内会、関係団 

体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常時から、情報伝達体制の整備、要配慮者に関する 

情報の把握・共有、個別避難計画の作成等の避難誘導体制の整備に努める。 

(1)～(4)　略 

(5) 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

① 給水、給食措置 

② 毛布、寝具等の支給 

③ 衣料、日用必需品の支給 

④ 暖房及び発電機用燃料の確保 

⑤ 負傷者に対する応急救護 

　 (6)～(7)　略 

 

 

 

６節　避難体制整備計画 

第３　避難所の確保等 

２　要配慮者への配慮 

町は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記１に加えて次 

　の基準に適合する施設を指定福祉避難所として指定する。 

(1) 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

(2) 災害時において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整

備されること。 

(3) 災害時において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される

こと。 

また、社会福祉施設等を活用し、一般避難所の一部のスペースを活用し、一般の避難スペー

スでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者が、避難所で

の生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体

制を整備した福祉避難所を指定する。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸

器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮に努めるものとする。 

(4) 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めている

こと。 

 

第４　避難計画の策定等 

町は、主に次の事項に留意して避難計画を策定するとともに、自主防災組織等の育成を通

じて避難体制の確立に努める。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、町内会、関係団

体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常時から、情報伝達体制の整備、要配慮者に関する

情報の把握・共有、個別避難計画の作成等の避難誘導体制の整備に努める。 

(1)～(4)　略 

(5) 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

① 給水、給食措置 

② 毛布、寝具等の支給 

③ 衣料、日用必需品の支給 

④ 冷暖房及び発電機用燃料の確保 

⑤ 負傷者に対する応急救護 

　 (6)～(7)　略 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 

本文Ｐ７３

本文Ｐ７５
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現行計画 修正案 修正事由等

  

第７節　避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

第１　安全対策 

町は、防災担当課や福祉担当課をはじめとする関係部局の連携のもと、次のとおり、平常時か

ら避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、

定期的な更新を行うとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても要配慮者の安全の

確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両方で保管する名簿情報及び個別避難計画

情報の適切な管理に努める。 

また、消防、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接しているニ

セコ町社会福祉協議会、民生委員・児童委員等、避難行動要支援者の避難支援等を実施する関

係機関（以下「避難支援等関係者」という。）と協力して、避難行動要支援者情報の共有、避

難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援体制の整備を推進する。 

なお、災害時には、本人同意がなくとも名簿情報を提供できることについて、留意する。 

 

 

１～５　略 

６　個別避難計画の作成 

　　　町は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署に 

よる横断的な組織のほか、避難支援等関係者と連携しながら作成に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７　避難支援等関係者への事前の個別避難計画の提供 

避難支援等関係者が避難行動要支援者の災害時における避難方法や避難支援の内容等を 

事前に把握・検討し、個々の要支援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、避難支 

援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に提 

供する。ただし、条例に特別の定めがある場合を除き、避難行動要支援者及び避難支援等 

実施者の同意が得られない場合は提供しない。 

 

 

 

 

 

第７節　避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

第１　安全対策 

町は、防災担当や福祉担当をはじめとする関係部署の連携のもと、次のとおり、平常時か

ら避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成

し、定期的な更新を行うとともに、庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても要配慮者

の安全の確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両方で保管するほか、被災者支

援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に検討する等、名簿情報及び個別避

難計画情報の適切な管理に努める。 

また、消防、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接している

ニセコ町社会福祉協議会、民生委員・児童委員等、避難行動要支援者の避難支援等を実施す

る関係機関（以下「避難支援等関係者」という。）と協力して、避難行動要支援者情報の共

有、避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援体制の整備を推進する。 

なお、災害時には、本人同意がなくとも名簿情報を提供できることについて、留意する。 

　 

１～５　略 

６　個別避難計画の作成 

　　　町は、庁内の防災・福祉・保健・医療・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署に

よる横断的な組織のほか、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、NPO等の避

難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意

を得て、個別避難計画を作成するように努める。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪

や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。また、個別避難計画については、避

難行動要支援者のじょうきょうの変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法

等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においも、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適

切な管理に努めるものとする。 

 

７　避難支援等関係者への事前の個別避難計画の提供 

避難支援等関係者が避難行動要支援者の災害時における避難方法や避難支援の内容等を

事前に把握・検討し、個々の要支援者ごとに個別避難計画の実効性を高めるため、避難支

援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に提

供する。ただし、条例に特別の定めがある場合を除き、避難行動要支援者及び避難支援等

実施者の同意が得られない場合は提供しない。 

また、個別避難計画の実効性を保持する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避

難行動要支援者に対する情報伝達体制のの整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓

練の実施等を一層図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措

置を講じるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 

本文Ｐ７６

本文Ｐ７８
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現行計画 修正案 修正事由等

  

第２　社会福祉施設等の対策 

１　防災設備等の整備 

２　組織体制の整備 

施設管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整 

え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にしておく。 

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織 

体制を確保する。 

また、平常時から町との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボラン 

ティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制の整備に努める。 

 

 

第 11 節　水害予防計画 

第３　水防計画 

１～７　略 

８　水防活動 

　 (1)～(3)　略 

(4) 避難のための立退き 

災害による避難のための立ち退きの指示等は、第４章　第５節「避難対策計画」の定めると

ころによるほか、次のとおりとする。 

① 洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、法第 29 条の規定により、 

知事、その命を受けた道の職員又は水防管理者（町長）は、必要と認める区域の居住者に対 

し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。なお、水防管理者（町長）が指 

示をする場合においては、倶知安警察署長にその旨を通知する。 

② 水防管理者（町長）は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を後志総合振興

局長に速やかに報告する。 

③ 水防管理者（町長）は、あらかじめ危険が予想される区域について避難計画を作成し、 

避難場所、避難経路その他必要な事項を定め一般に周知しておくものとする。 

  (5)　略 

 

 

 

 

 

 

 

第２　社会福祉施設等の対策 

１　防災設備等の整備 

２　組織体制の整備 

施設管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を整

え、施設職員の任務分担・参集計画・緊急連絡体制等を明確にしておく。 

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織

体制を確保する。 

また、平常時から町との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボラン

ティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制の整備に努める。 

 

 

第 11 節　水害予防計画 

第３　水防計画 

１～７　略 

８　水防活動 

　 (1)～(3)　略 

(4) 避難のための立退き 

災害による避難のための立退きの指示等は、第４章　第５節「避難対策計画」の定めると

ころによるほか、次のとおりとする。 

① 洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、法第 29 条の規定により、

知事、その命を受けた道の職員又は水防管理者（町長）は、必要と認める区域の居住者に対

し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。なお、水防管理者（町長）が指

示をする場合においては、倶知安警察署長にその旨を通知する。 

② 水防管理者（町長）は、避難のための立退きを指示した場合は、その状況を後志総合振興

局長に速やかに報告する。 

③ 水防管理者（町長）は、あらかじめ危険が予想される区域について避難計画を作成し、

避難場所、避難経路その他必要な事項を定め一般に周知しておくものとする。 

  (5)　略 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文Ｐ７９

本文Ｐ９１
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

第 15 節　土砂災害予防計画 

第３　土砂災害警戒避難体制の整備 

１～３　略 

４　避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成 

町は、道が策定した「避難情報の発令判断・伝達マニュアル（土砂災害編）」に基づき、災害

事象の特性、収集できる情報を踏まえつつ、避難すべき区域や判断基準等を明確にしたマニュア

ルを整備する。 

避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成にあたっては、土砂災害警戒情報が発表された場合

に直ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定すると

ともに、土砂災害警戒区域等を避難指示等の発令単位として事前に設定する。 

また、避難指示等は、土砂災害の危険度分布（大雨警報（土砂災害）の危険度分布及び土砂災

害危険度情報）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所

等に発令することをを基本とする 

 

 

第 17 節　複合災害に関する計画 

複合災害時に備えた対策については、本計画の定めるところによる。 

第１　予防対策 

町は、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くの職員を動員し、後発災害に不

足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意し、職員の派遣体制や資機材

の輸送手段等の充実、防災関係機関相互の連携強化に努める。 

また、複合災害時における住民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及啓発に努

める。 

 

第４章　災害応急対策計画 

第５節　避難対策計画 

第１　避難実施責任者及び措置内容 

１　町長（基本法第 60 条） 

２　水防管理者（水防法第 29 条） 

水防管理者（町長）は、洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、 

必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。 

また、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を後志総合振興局長に速やかに報

告するとともに、倶知安警察署長にその旨を通知する。 

 

 

第 15 節　土砂災害予防計画 

第３　土砂災害警戒避難体制の整備 

１～３　略 

４　避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成 

町は、道が策定した「避難情報の発令判断・伝達マニュアル（土砂災害編）」に基づき、災

害事象の特性、収集できる情報を踏まえつつ、避難すべき区域や判断基準等を明確にしたマ

ニュアルを整備する。 

避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成にあたっては、土砂災害警戒情報が発表された

場合に直ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定

するとともに、土砂災害警戒区域等を避難指示等の発令単位として事前に設定する。 

また、避難指示等は、土砂災害の危険度分布（土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危

険度分布及び土砂災害危険度情報）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂

災害警戒区域・危険箇所等に発令することをを基本とする。 

 

 

第 17 節　複合災害に関する計画 

複合災害時に備えた対策については、本計画の定めるところによる。 

第１　予防対策 

町は、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くの職員を派遣し、後発災害

に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意し、職員の派遣体制

や資機材の輸送手段等の充実、防災関係機関相互の連携強化に努める。 

また、複合災害時における住民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及啓発に

努める。 

 

第４章　災害応急対策計画 

第５節　避難対策計画 

第１　避難実施責任者及び措置内容 

１　町長（基本法第 60 条） 

２　水防管理者（水防法第 29条） 

水防管理者（町長）は、洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、

必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立退くべきことを指示することができる。 

また、避難のための立退きを指示した場合は、その状況を後志総合振興局長に速やかに

報告するとともに、倶知安警察署長にその旨を通知する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 

本文Ｐ１０４

本文Ｐ１０８

本文Ｐ１２１

本文Ｐ１２２
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現行計画 修正案 修正事由等

  

３　その他の機関 

 

３　その他の機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 実施責任者 設定の要件・内容 根拠法令

 

知事（後志総合

振興局長）又は

その命を受けた

道の職員

○洪水若しくは地すべりにより著しい危険が切迫していると

認められるとき、又はその可能性が大きいと判断されると

きは、避難のための立ち退きが必要であると認められる区

域の居住者に対し立ち退きの指示をすることができる。ま

た、洪水、地すべり以外の災害の場合においても、町長が行

う避難、立ち退きの指示について必要な指示を行うことが

できる。なお、救助法が適用された場合の避難所の開設、避

難者の受入れ等については町長に委任する。 

○知事は、災害の発生により町長が避難のための立退きの指

示に関する措置ができない場合は、町長に代わって実施す

る。また、町長から遠距離、その他の理由により必要な輸送

手段の確保の要請があった場合は、関係機関に協力を要請

する。

基本法第 60 条・ 

第 72 条、 

水防法第 29 条、 

地すべり等防止法 

第 25 条

 

警察官

○町長から要求があったとき、又は町長が指示できないと認

めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のた

めの立ち退き又は近隣の安全な場所への待避や屋内安全確

保の指示を行うものとし、避難のための立ち退きを指示す

る場合に必要があると認めるときには、その立ち退き先に

ついて指示することができる。この場合、直ちにその旨を町

長に通知する。 

○災害による危険が急迫したときは、その場の危害を避ける

ため、その場にいる者を避難させることができる。この場

合、所属の公安委員会にその旨を報告する。

基本法第 61 条、 

警察官職務執行法 

第４条

 

自衛隊

○災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害時に町長等、

警察官がその場にいないときに限り、次の措置をとること

ができる。この場合において、当該措置をとったときは、直

ちに、その旨を町長に通知しなければならない。 

・住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法（昭和 23 年

法律第 136 号）第４条） 

・他人の土地等への立ち入り（警察官職務執行法第６条第１

項） 

・警戒区域の設定等（基本法第 63 条第３項） 

・他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等 

（基本法第 64 条第８項） 

・住民等への応急措置業務従事命令（基本法第 65 条第３項） 

・自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移

動等の措置命令等（基本法第 76 条の３第３項）

自衛隊法第 94 条等

 実施責任者 設定の要件・内容 根拠法令

 

知事（後志総合

振興局長）又は

その命を受けた

道の職員

○洪水若しくは地すべりにより著しい危険が切迫していると

認められるとき、又はその可能性が大きいと判断されると

きは、避難のための立退きが必要であると認められる区域

の居住者に対し立退きの指示をすることができる。また、洪

水、地すべり以外の災害の場合においても、町長が行う避

難、立退きの指示について必要な指示を行うことができる。

なお、救助法が適用された場合の避難所の開設、避難者の受

入れ等については町長に委任する。 

○知事は、災害の発生により町長が避難のための立退きの指

示に関する措置ができない場合は、町長に代わって実施す

る。また、町長から遠距離、その他の理由により必要な輸送

手段の確保の要請があった場合は、関係機関に協力を要請

する。

基本法第 60 条・ 

第 72 条、 

水防法第 29 条、 

地すべり等防止法 

第 25 条

 

警察官

○町長から要求があったとき、又は町長が指示できないと認

めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のた

めの立退き又は近隣の安全な場所への待避や屋内安全確保

の指示を行うものとし、避難のための立退きを指示する場

合に必要があると認めるときには、その立退き先について

指示することができる。この場合、直ちにその旨を町長に通

知する。 

○災害による危険が急迫したときは、その場の危害を避ける

ため、その場にいる者を避難させることができる。この場

合、所属の公安委員会にその旨を報告する。

基本法第 61 条、 

警察官職務執行法 

第４条

 

自衛隊

○災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害時に町長等、

警察官がその場にいないときに限り、次の措置をとること

ができる。この場合において、当該措置をとったときは、直

ちに、その旨を町長に通知しなければならない。 

・住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法（昭和 23 年

法律第 136 号）第４条） 

・他人の土地等への立入り（警察官職務執行法第６条第１

項） 

・警戒区域の設定等（基本法第 63 条第３項） 

・他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等 

（基本法第 64 条第８項） 

・住民等への応急措置業務従事命令（基本法第 65 条第３項） 

・自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移

動等の措置命令等（基本法第 76 条の３第３項）

自衛隊法第 94 条等
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

第６　指定避難所の開設、運営管理等 

１　略 

２　指定避難所の運営管理等 

(1) 町は、各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所における情報の伝達、食

料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、町内会、自治会及び避難

所運営について専門性を有した NPO・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られるように

努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求める。 

 

また、避難が長期にわたる場合の避難所の運営は、避難住民の自主運営を基本とし、町は、 

指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮し

つつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ

う、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

３　被災者の受入れ及び生活環境の整備 

町は、次の事項に留意の上、被災者の生活環境の向上に努める。 

(1) 指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努 

める。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、道や市町村、医療・保 

健関係者等は連携して、段ボールベッドの早期導入や、衛生面において優れたコンテナ型の

トイレの配備等の支援を行うとともに、専門家、NPO、ボランティア等との定期的な情報交 

換に努める。 

 

 

 

第 11 節　医療救護計画 

第１　実施責任 

 (1)～(4)　略 

(5) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、災害派遣医療チーム（Ｄ 

ＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行 

政法人国立病院機構、国立大学病院、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、民間 

医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所も含め、被災地における 

 

 

第６　指定避難所の開設、運営管理等 

１　略 

２　指定避難所の運営管理等 

(1) 町は、各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所における情報の伝達、

食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、町内会、自治会及び

避難所運営について専門性を有した NPO・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られる

ように努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求め

る。 

また、避難が長期にわたる場合の避難所の運営は、避難住民の自主運営を基本とし、町は、 

指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できる

よう、その立ち上げを支援する。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地

域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する

ものとする。 

 

３　被災者の受入れ及び生活環境の整備 

町は、次の事項に留意の上、被災者の生活環境の向上に努める。 

(1) 指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努

める。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。

その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、道や市町村、医療・保

健 

関係者等は連携して、段ボールベッドの早期導入や、衛生面において優れたコンテナ型の

トイレの配備等の支援を行うとともに、専門家、NPO、ボランティア等との定期的な情報交

換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

 

第 11 節　医療救護計画 

第１　実施責任 

 (1)～(4)　略 

(5) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行

政法人国立病院機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、

日本看護協会、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所も含

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 

本文Ｐ１２５

本文Ｐ１２７本文Ｐ１２７

本文Ｐ１４４
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現行計画 修正案 修正事由等

 医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネーターは、

道に対して適宜助言及び支援を行うものとする。その際、道は、医療チーム等の交代により医

療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情 

報の引継ぎが適切に実施されるよう、努める。 

 (6)～(7)　略 

 

 

第 14 節　交通応急対策計画 

第３　緊急輸送のための交通規制（災害対策基本法第 76条ほか） 

１　通知 

２　緊急通行車両の確認手続等 

   (1)～(2)　略 

(3) 事前届出制度の普及等 

町は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、輸送協定を 

締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度の周知を行うと 

ともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 

 

第 20節　電力施設災害応急計画 

災害時の電力供給のための応急対策については、本計画の定めるところによる。 

第１　実施責任 

１　北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社 

電力施設を防護し、被災地に対する電力供給を確保するため、必要な対策を講ずる。 

 

２　ニセコ町 

北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社が実施する電力施設の防護、復旧

活動等に協力し、早急な電力供給の確保に努める。 

第２　応急対策 

１　北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社 

 

 

 

第 24 節　住宅対策計画 

第１　実施責任 

１　北海道 

２　ニセコ町 

災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急修理をすることのできない被災

者に対しては、大工あるいは技術者を動員して応急修理を実施する。 

め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医

療コーディネーターは、道に対して適宜助言及び支援を行うものとする。その際、道は、医

療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引

継ぎが適切に実施されるよう、努める。 

 (6)～(7)　略 

 

 

第 14 節　交通応急対策計画 

第３　緊急輸送のための交通規制（災害対策基本法第 76条ほか） 

１　通知 

２　緊急通行車両の確認手続等 

   (1)～(2)　略 

(3) 発災前確認手続の普及等 

町は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、輸送協定を

締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための確認手続を発災前に行うこと

ができる旨周知を行うとともに、自らも発災前手続を積極的に行うなど、その普及を図る。 

 

第 20 節　電力施設災害応急計画 

災害時の電力供給のための応急対策については、本計画の定めるところによる。 

第１　実施責任 

１　北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社及び電源開発送変電ネットワー

ク格式会社 

電力施設を防護し、被災地に対する電力供給を確保するため、必要な対策を講ずる。 

２　ニセコ町 

北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社及び電源開発送変電ネットワーク

格式会社が実施する電力施設の防護、復旧活動等に協力し、早急な電力供給の確保に努める。 

第２　応急対策 

１　北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社及び電源開発送変電ネットワーク

格式会社 

 

 

第 24 節　住宅対策計画 

第１　実施責任 

１　北海道 

２　ニセコ町 

災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急修理をすることのできない被

災者に対しては、大工あるいは技術者をもって応急修理を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画に整合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 

本文Ｐ１５５

本文Ｐ１６７

本文Ｐ１７２
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

第 31 節　災害ボランティアとの連携計画 

第１　実施責任 

第２　ボランティア団体等の受入れ 

災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき災害応急対策の補完的な役割を果

たすものと、被災者個人の生活の維持や再建を援助するものがある。 

町は、上記のボランティア活動の意義を踏まえ、道、社会福祉協議会及び関係団体と相互に協

力し、ボランティア活動に関する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受入

れ及びその調整のほか、ボランティア活動をコーディネートする人材の配置等、被災地の早期復

旧に向け、ボランティアの受入体制の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れにあたっては、高齢者や障がい者等への支援や、外国人とのコミ

ュニケーション等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に

応じてボランティア活動の拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援に

努める。 

 

第 33 節　災害救助法の適用・実施計画 

第４　救助法による救助の種類と実施 

１　救助の実施と種類 

知事は、救助法に基づき、次に掲げるもののうち、必要と認める救助を実施するものとする。 

なお、町長が実施した方がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる救助の実施

については、町長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委任する。 

(1) 災害が発生した場合 

 

 

第 31 節　災害ボランティアとの連携計画 

第１　実施責任 

第２　ボランティア団体等の受入れ 

災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき災害応急対策の補完的な役割を

果たすものと、被災者個人の生活の維持や再建を援助するものがある。 

町は、上記のボランティア活動の意義を踏まえ、道、社会福祉協議会及び関係団体と相互

に協力し、ボランティア活動に関する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティ

アの受入れ及びその調整のほか、ボランティア活動をコーディネートする人材の配置等、被

災地の早期復旧に向け、ボランティアの受入体制の確保に努める。 

また、ボランティアの受入れにあたっては、ボランティアの技能等が効果的に活かされる

よう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動の拠点を提供するなど、その活動が

円滑に行われるよう必要な支援に努める。 

 

 

第 33 節　災害救助法の適用・実施計画 

第４　救助法による救助の種類と実施 

１　救助の実施と種類 

知事は、救助法に基づき、次に掲げるもののうち、必要と認める救助を実施するものとす

る。 

なお、町長が実施した方がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる救助の実

施については、町長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委任する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画修正に伴

う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 救助の種類 実施期間 実施者区分

 
避難所の設置 ７日以内 町・日赤道支部

 

応急仮設住宅の供与

20 日以内に着工 
建設工事完了後３か月以内 
※ 特定行政庁の許可を受け

て２年以内に延長可能

対象者、対象箇所の選定～町 
設置～道 
（ただし、委任したときは町）

 
炊き出しその他による食品の給与 ７日以内 町

 
飲料水の供給 ７日以内 町

 
被服、寝具その他生活必需品の給
与又は貸与

10 日以内 町

 
医療 14 日以内

医療班～道・日赤道支部 
（ただし、委任したときは町）

 救助の種類 主な対象者 実施者区分

 

避難所の設置（供与）

・災害により現に被害を受け又は受けるおそれの

ある者 
・災害発生する場合において、被害を受けるおそれ

があり、現に救助を要する者

町・日赤道支部

 

応急仮設住宅の供与

住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない

者であって、自らの資力では住宅を得ることができ

ない者

対象者、対象箇所の選定～町 
設置～道 
（ただし、委任したときは町）

 炊き出しその他による食

品の給与

避難所に避難している者又は住家に被害を受け、も

しくは被害により現に炊事をできない者
町

 
飲料水の供給 災害のために現に飲料水を得ることができない者 町

 
被服、寝具その他生活

必需品の給与又は貸与

住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水、

全島避難等により、生活上必要な被覆、寝具、その

他生活必需品を喪失又は損傷等により使用するこ

とができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者

町

 
医療 災害により医療の途を失った者

救護班～道・日赤道支部 
（ただし、委任したときは町）

本文Ｐ１８６

本文Ｐ１９０
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現行計画 修正案 修正事由等

 

 

２　救助の実施状況の記録及び報告 

救助の実施機関は、法に基づく救助の実施状況を日ごとに記録整理するとともに、その状況を道

に報告する。 

 

第 35 節　雪害応急対策計画 

第２　雪害応急対策 

１　雪害対策の体制 

(1) 組織 

(2) 通信連絡体制 

雪害による電話線の切断を考慮し、本章　第３節「災害通信計画」により、各関係機関の

もつ専用通信施設及び移動無線等を動員して適切な通信体制を確保する。 

(3) 広報活動 

(4) 被害状況の調査活動 

　 

 

２　救助の程度、方法及び機関 

　　　災害救助法が適用された場合の救助の程度、方法及び期間については、災害救助法施行細

則第 12条によるものとする。 

　　　なお、災害救助法施行細則第 12条により救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、

内閣総理大臣に協議し、同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができ

る。 

 

第 35 節　雪害応急対策計画 

第２　雪害応急対策 

１　雪害対策の体制 

(1) 組織 

(2) 通信連絡体制 

雪害による電話線の切断を考慮し、本章　第３節「災害通信計画」により、各関係機関

のもつ専用通信施設及び移動無線等をもって適切な通信体制を確保する。 

(3) 広報活動 

(4) 被害状況の調査活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の修正 
 
 
 
 

 
助産 分娩の日から７日以内

医療班～道・日赤道支部 
（ただし、委任したときは町）

 
被災者の救出 ３日以内 町

 
住宅の応急修理

３か月以内（国の災害対策本

部が設置された場合は、６か月

以内）

町

 

学用品の給与
教科書等　１か月以内 
文房具等　15 日以内

町 
町

 
埋葬 10 日以内 町

 
遺体の捜索 10 日以内 町

 
遺体の処理 10 日以内 町・日赤道支部

 
障害物の除去 10 日以内 町

 
生業資金の貸与 現在運用されていない。

 救助の種類 実施期間 実施者区分

 
避難所の設置

救助を開始した日から、災害が発生しないと判明

し、現に救助の必要がなくなった日まで
町

 
助産

災害発生の日以前又は以後の７日以降に分べんし

た者であって、災害のための助産の途を失った者

医療班～道・日赤道支部 
（ただし、委任したときは町）

 
被災者の救出

災害のために現に生命若しくは身体が危険な状態

にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又

は救出する者

町

 
被災した住宅の応急

修理

災害のため住宅が半壊（焼）又はこれに準ずる程度

の損傷を受け、雨水の侵入盗を放置すれば住家の被

害が拡大するおそれのある者　など

町

 

学用品の給与

災害により住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）又

は床上浸水による損失若しくは損傷等により学用

品を使用することができず、就学上支障ある小学校

児童、中学生徒及び高等学校生徒（幼稚園児、専門

学生、大学生等は対象外）

町

 
埋葬

災害の際死亡した者を対象に、実際に埋葬を実施す

る者に支給
町

 
遺体の捜索

災害のため現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲

の事情により、すでに死亡しているとすいてされる

者を捜索する。

町

 
遺体の処理

災害の際死亡した者に、したいに関する処理（埋葬

を除く）をする。
町・日赤道支部

 
障害物の除去

半壊（焼）又は床上浸水した住家であって、住居又

はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住

できない状態にあり、自力では当該障害物を除去で

きない物

町

本文Ｐ１９４
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

第８章　事故災害対策計画 

第４節　林野火災対策計画 

第１　災害予防 

第２　応急対策 

１～３　略 

  ４　消防活動 

　(1)～(2)　略 

　(3)　森林愛護組合長等は、所属の組合員を動員して消火活動に協力する。 

(4)～(5)　略 

 

 

第５節　山菜採り等の遭難事故対策計画 

第２　応急対策 

遭難事故等への捜索活動については、「ニセコ町遭難時における対応組織設置基準」により

行うものとする。 

その他災害時等の配備基準と配備内容、人員 

 

 

 

第６節　大規模停電災害対策計画 

第３　災害応急対策 

　１～５　略 

６　交通対策 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、第４章第 14 節｢交通応急対策計画｣の定めによる 

ほか、次の必要な交通対策を行うものとする｡ 

 

 

 

 

第８章　事故災害対策計画 

第４節　林野火災対策計画 

第１　災害予防 

第２　応急対策 

１～３　略 

  ４　消防活動 

　(1)～(2)　略 

　(3)　森林愛護組合長等は、所属の組合員を派遣して消火活動に協力する。 

(4)～(5)　略 

 

 

第５節　山菜採り等の遭難事故対策計画 

第２　応急対策 

遭難事故等への捜索活動については、「遭難事故等対応組織」により行うものと 

する。 

その他災害時等の配備基準と配備内容、人員 

 

 

 

第６節　大規模停電災害対策計画 

第３　災害応急対策 

　１～５　略 

６　交通対策 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第 13 節｢交通応急対策計画｣の定めによる

ほか、次の必要な交通対策を行うものとする｡ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称の変更 
 
 
 
 
 
 
 
文言の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 

 区分 配備基準 配備内容

 
捜
索
対
策
組
織
体
制

捜
索
配
備
等

【捜索活動等】 
①ニセコアンヌプリ地区冬山遭難、同雪崩遭

難、山菜採り遭難等それらに類する遭難捜

索活動事案が発生したとき。 
②遭難等の通報があり、防災担当部局が捜索

活動の必要ありと判断した場合、各課長等

から組織する「ニセコ町遭難事故等発生時

における対応組織」を直ちに設置する。

《遭難事故等対応組織設置》 
可能な限り全課全職員に動員をか

け、 
①遭難情報等の収集 
②職員動員 
③捜索活動実施 
④現地合同本部との連絡調整 
⑤応援要請 
を実施する。

 区分 配備基準 配備内容

 
捜
索
対
策
組
織
体
制

捜
索
配
備
等

【捜索活動等】 
①ニセコアンヌプリ地区冬山遭難、同雪崩遭

難、山菜採り遭難等それらに類する遭難捜

索活動事案が発生したとき。 
②遭難等の通報があり、防災担当部局が捜索

活動の必要ありと判断した場合、各課長等

から組織する「遭難事故等対応組織」を直

ちに設置する。

《遭難事故等対応組織設置》 
可能な限り職員を参集し、 

 
①遭難情報等の収集 
②職員参集 
③捜索活動の実施 
④現地合同本部との連絡調整 
⑤応援要請 
を実施する。

本文Ｐ２４１

本文Ｐ２４４
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

第９章　災害復旧・復興、被災者援護計画 

災害時は、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被 

災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、町は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携のもと、被災地域の特性や被災 

状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、災害に強い 

まちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早急に検討し、 

基本となる方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に災害復旧事 

業を実施する。 

あわせて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・ 

処分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行う。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援を講じ

る。 

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害時に、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害からの

復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関する法律（平

成 25年法律第 55号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行う。 

 

 

 

 

 

第３節　被災者援護計画 

第３　被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１　被災者台帳の作成 

(1) 町長は、町域に係る災害時において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施 

するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状 

況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か 

つ効率的な実施に努める。 

　　　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章　災害復旧・復興、被災者援護計画 

災害時は、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被

災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、町は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携のもと、被災地域の特性や被災

状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、災害に強い

まちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早急に検討し、

基本となる方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に災害復旧事

業を実施する。 

あわせて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・

処分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行う。 

また、被災者自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者

に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知るこ

とができる環境の整備に努める。なお、著しく異常かつ激甚な非常災害時に、国に緊急災害対

策本部が設置され、当該災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大

規模災害からの復興に関する法律（平成 25年法律第 55 号）に基づき、被災地の復興を図るた

め必要となる措置を行う。 

 

 

第３節　被災者援護計画 

第３　被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１　被災者台帳の作成 

(1) 町長は、町域に係る災害時において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施

するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状

況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か

つ効率的な実施に努める。 

　　　 また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用

するよう積極的に検討する。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道地域防災計画の修正に

伴う修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文Ｐ２４９
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現行計画 修正案 修正事由等

  

 

ニセコ町地域防災計画 

 

 

　沿　革　　平成 23年（2011 年）２月　　ニセコ町地域防災計画　修　正 

　　　　　　平成 25年（2013 年）３月　　修　正 

　　　　　　平成 26年（2014 年）３月　　修　正 

　　　　　　平成 31年（2019 年）３月　　修　正 

　　　　　　令和 ２年（2020 年）３月　　修　正 

            令和 ３年（2021 年）４月　　修　正 

令和 ４年（2022 年）５月　　修　正 

令和 ５年（2023 年）４月　　修　正 
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　　　　　　令和 ２年（2020 年）３月　　修　正 

            令和 ３年（2021 年）４月　　修　正 

令和 ４年（2022 年）５月　　修　正 

令和 ５年（2023 年）４月　　修　正 

令和 ６年（2024 年）  月    修　正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改定年月の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改定年月の修正 
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